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                            第３５号議案  

藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

藤枝市手数料徴収条例（平成 12年藤枝市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。  

別表の第１０の部⑶の項中「４５０円」の次に「。ただし、多機能端末機（民間

事業者が設置する端末機で、市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものをい

う。以下同じ。）による交付及び電子情報処理組織（藤枝市行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例（平成 18年藤枝市条例第 22号）第４条に規定する

ものをいう。以下同じ。）を使用して申請したものによる交付にあっては、３５０

円とする。」を加える。  

別表の第１１の部⑵の項中「３００円」の次に「。ただし、多機能端末機による

交付及び電子情報処理組織を使用して申請したものによる交付にあっては、２００

円とする。」を加え、同部⑽の項中「３００円」の次に「。ただし、多機能端末機

による交付にあっては、２００円とする。」を加え、同部⑿の項中「３００円」の

次に「。ただし、多機能端末機による交付及び電子情報処理組織を使用して申請し

たものによる交付にあっては、２００円とする。」を加える。  

附  則  

この条例は、令和５年６月１日から施行する。  
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令 和 ５ 年 ４ 月 藤 枝 市 議 会 閉 会 議 会  

議 案 提 案 理 由 書 （ 第 ３ ５ 号 議 案 ） 

 
第３５号議案  

 マイナンバーカードの普及促進 及び市民の利便性の向上 を図るため、コン

ビ ニ エ ン ス ス ト ア 等 の 多 機 能 端 末 機 及 び 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 証 明 書 等

の交付手数料を減額する ものであります。  


